
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次東広島市自殺対策計画 

素案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５（2023）年１１月 

  



 

  



 

目 次 

 

第１章 計画の策定概要 ······························································ 1 

１ 策定の趣旨 ····································································· 1 

２ 位置づけ ······································································· 2 

３ 計画期間 ······································································· 2 

４ 計画の策定体制 ································································ 3 

 

第２章 東広島市の現状 ····························································· 4 

１ 人口・高齢化率の推移 ·························································· 4 

２ 世帯の推移 ····································································· 4 

３ 出生・死亡 ······································································ 5 

４ 死因別死亡者数 ································································ 6 

５ 標準化死亡比 ·································································· 7 

 

第３章 自殺に関する現状 ··························································· 8 

１ 自殺者の状況 ··································································· 8 

２ 全国、広島県との比較 ························································· 10 

３ 東広島市の自殺の特徴 ························································ 11 

 

第４章 市民アンケート調査の結果 ················································· 12 

１ 睡眠・生活リズムについて ····················································· 12 

２ こころの健康について ························································ 15 

３ 心理的苦痛の状況 ···························································· 19 

４ 相談機会の有無 ······························································· 22 

５ 知っている相談先 ····························································· 23 

６ ゲートキーパー養成講座の受講意向·········································· 24 

 

第５章 第１次計画の取組みと課題 ················································· 25 

１ 第１次自殺対策計画における取組みと評価 ··································· 25 

基本目標１ 安心して生活できる地域ネットワークづくり ························ 25 

基本目標２ 自殺対策を支える人材の育成の推進 ······························· 26 

基本目標３ 自殺対策に関する啓発の推進 ······································ 26 

基本目標４ 相談・支援体制の充実 ··············································· 27 

重点施策１ 高齢者の自殺対策の推進 ··········································· 28 

重点施策２ 若者の自殺対策の推進 ············································· 29 

重点施策３ 生活困窮者の自殺対策の推進 ······································ 30 

２ 第２次自殺対策計画に向けた課題 ············································ 31 

 

 



 

 

第６章 自殺対策計画の基本的な考え方 ··········································· 34 

１ 基本理念 ······································································ 34 

２ 数値目標 ······································································ 34 

３ 基本方針 ······································································ 35 

４ 施策の体系 ···································································· 37 

 

第７章 施策の展開 ································································· 38 

Ⅰ 寄り添い、見守る地域づくり ················································· 38 

施策１ 自殺対策に関する正しい知識の普及啓発及び情報の提供 ·············· 38 

施策２ ストレスやこころの健康に関する正しい知識の普及啓発 ················ 39 

施策３ 気づき・つなぎ・見守りができる人材の育成 ····························· 39 

施策４ 子ども・若者が SOSを出しやすい環境づくり【重点対象】 ·············· 39 

Ⅱ 相談・支援につながる体制づくり ············································ 40 

施策１ 多様な相談・支援体制の構築 ············································· 40 

施策２ 相談・支援を担う人材の育成 ············································ 46 

Ⅲ 地域の包括的な支援体制づくり·············································· 47 

施策１ 地域の関係機関・団体との連携強化 ····································· 47 

施策２ 重層的支援体制における取組みの推進 ································· 48 

重点施策 ·········································································· 48 

 

第８章 計画の推進体制 ···························································· 50 

１ 計画の推進体制 ······························································· 50 

２ 地域の関係機関・団体等との連携による取組みの推進 ······················ 50



 

1 

第１章 計画の策定概要 

 

１ 策定の趣旨 

我が国の自殺対策の動向は、平成 18（2006）年 10 月に自殺対策基本法（平成 18 年法

律第 85 号）が施行され、自殺は広く「社会の問題」と認識されるようになり、総合的な

自殺対策の推進の結果により、自殺者数は３万人台から２万人台に減少しました。 

しかし、自殺者数は依然として２万人台で推移し、小中学生の自殺者数が増加傾向にあ

ることや新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因となり得る様々な問題が悪

化していることなどの課題が挙がっています。 

この度、これまでの取組みを評価するとともに新たな課題を踏まえ、平成 31（2019）

年３月に策定した「東広島市自殺対策計画」を継承する計画として、「自殺総合対策大綱」

及び「東広島市健康増進計画」との整合性を取りながら、「第 2 次東広島市自殺対策計画」

を策定します。 
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東広島市地域福祉計画 

第五次東広島市総合計画 

２ 位置づけ 

（1）法的な位置づけ 

 自殺対策基本法第 13 条第２項に基づく、市町村自殺対策計画にあたります。 

 

（2）関連計画との整合性 

 本計画は、上位計画である「第五次東広島市総合計画」、「東広島市地域福祉計画」

及び「東広島市健康増進計画」と整合性を図ります。 

 国の「自殺総合対策大綱」と整合性を図ります。 

 広島県の「第３次広島県自殺対策推進計画」と整合性を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

令和６（2024）年度から令和 11（2029）年度までの６年間です。 

ただし、社会情勢の変化や法令の改正などに応じ、適宜見直しを行います。 
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４ 計画の策定体制 

（1）計画の策定体制 

医師会及び学識経験者、関係団体の代表者で構成する「東広島市自殺対策推進会議」

において計画に関する意見等の集約を行います。 

また、計画案の内容を広く公表し、市民の意見を募集するためにパブリックコメント

を実施します。 

庁内において、東広島市地域福祉計画等関連する計画との整合性を図るため、関連計

画の関係部署からなるワーキング会議において、内容の検討を行います。 

 

（2）市民アンケート調査の実施 

市民の生活習慣の実態や自殺対策への意見を把握するため、20 歳以上の市民を対象と

してアンケート調査を実施しました。 

【東広島市こころとからだの健康づくりに関するアンケート】 

対象者 20歳以上の市民 5,000人 

抽出方法 層化無作為抽出 

調査方法 郵送配付・郵送回収（インターネット回答併用） 

調査時期 令和５（2023）年５月～６月 

回収数 2，４０２ 回収率 48.0％ 

 

【食と健康に関するアンケート（食事のアンケート）】 

対象者 小学校２・５年生児童・中学校２年生生徒   1，530人対象 

調査方法 学校を通じて配付・回収 

調査時期 令和５（2023）年５月～６月 

回収数 1，422 
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第２章 東広島市の現状 

 

１ 人口・高齢化率の推移 

 本市の住民基本台帳人口は令和 4（2022）年に一旦減少しましたが、上昇傾向にあり

ます。 

 0～14 歳人口は減少し、65 歳以上人口は増加しています。 

図表 人口と高齢化率の推移（東広島市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口各年３月末現在 

 

２ 世帯の推移 

 国勢調査の結果では、本市の一般世帯数は増加傾向にあります。 

 家族類型別にみると、核家族世帯、単独世帯が大きく増加しています。 

図表 家族類型別一般世帯数の推移(東広島市) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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３ 出生・死亡 

 本市の平成 28（2016）年の死亡数は出生数を下回っていましたが、平成 29（2017）

年以降、死亡数が出生を上回り、年々その差は大きくなっています。 

 本市の出生率は全国、広島県よりも高く、死亡率は低い値で推移しています。 

 

図表 出生数・死亡数の推移（東広島市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態調査 

図表 出生率の推移（東広島市・広島県・全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態調査 

図表 死亡率の推移（東広島市・広島県・全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態調査 
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４ 死因別死亡者数 

 本市の死因別死亡者数は悪性新生物が最も多く、心疾患（高血圧性除く）、老衰、脳血

管疾患が続いています。 

 令和３（2021）年を 5 年前（平成 28（2016）年）と比較すると、心疾患（高血圧性

除く）、老衰の死亡者数が増加し、肺炎の死亡者数が減少しています。 

図表 死因別死亡者数の推移（東広島市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態調査 
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５ 標準化死亡比 

 本市の性別死因別標準化死亡比は、男性では心疾患、肺炎、腎不全、不慮の事故が高

く、女性では、糖尿病、心疾患、脳血管疾患、肺炎、慢性閉塞性肺疾患、腎不全、不

慮の事故、自殺が高くなっています。 

図表 標準化死亡比（平成 27年～令和元年）（東広島市・広島県/男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態調査 

 

図表 標準化死亡比（平成 27年～令和元年）（東広島市・広島県/女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態調査 

 

標準化死亡比 

年齢構成の異なる地域間で死亡状況を比較するために用いる指標であり、年齢構成の差異を基準

の死亡率で調整した死亡数に対する現実の死亡数の比。 

全国の平均を 100 としており、標準化死亡比が 100 以上の場合は全国の平均より死亡率が多い

と判断され、100 以下の場合は死亡率が低いと判断される。 
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第３章 自殺に関する現状 

 

１ 自殺者の状況 

 本市の自殺者数は、増減を繰り返しながらもおおむね減少傾向が続いていましたが、全

国で見られた傾向と同様に令和 2（2020）年、令和 4（2022）年に増加しています。 

 本市の平成 29（2017）年から令和３（2021）年の自殺者数の合計は、性別・年齢別で

は男性 20歳代から 50歳代、同居者の有無別では同居者がいる人の割合が高くなってい

ます。 

図表 自殺者数・自殺死亡率（人口 10万対、東広島市） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

資料：東広島市地域自殺実態プロファイル（自殺総合対策推進センター） 

地域における自殺の基礎資料令和 4 年（厚生労働省） 

 

 

図表 自殺者の特性（東広島市、平成 29（2017）年～令和 3（2021）年合計） 

（性別・年齢別）              （性別・職業有無別・同居者の有無別） 

 

 

 

 

 

                      

 

                      

 

  資料：東広島市地域自殺実態プロファイル（自殺総合対策推進センター） 

 

 平成 29（2017）年～令和 3（2021）年の合計の性別・年齢別の自殺死亡率を平成 24
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（2012）年～28（2016）年の合計と比較すると、男性では 30～39 歳で、女性では

20歳未満、20～29歳、50～59歳で増加していますが、他の年齢層では減少していま

す。 

 

図表 男性の自殺死亡率（人口 10万対）の推移/年齢別（東広島市、平成 24（2012）年～ 

平成 28（2016）年合計・平成 29（2017）年～令和 3（2021）年合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東広島市地域自殺実態プロファイル（自殺総合対策推進センター） 

 

図表 女性の自殺死亡率（人口 10万対）の推移/年齢別（東広島市、平成 24（2012）年～ 

平成 28（2016）年合計・平成 29（2017）年～令和 3（2021）年合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東広島市地域自殺実態プロファイル（自殺総合対策推進センター） 
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２ 全国、広島県との比較 

 本市の近年の自殺死亡率を全国、広島県と比較すると、年により上下していましたが、

令和 4（2022）年は大きく上回っています。 

図表 自殺死亡率（人口 10万対、東広島市・広島県・全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東広島市地域自殺実態プロファイル（自殺総合対策推進センター） 

地域における自殺の基礎資料令和 4 年（厚生労働省） 

 

 平成 29（2017）年～令和 3（2021）年の合計の性別・年齢別の自殺死亡率を見る

と、男性女性ともに 20 歳未満、20～29 歳、80 歳以上で全国、広島県の値を上回

っています。 

 女性は、70～79歳においても全国、広島県の値を上回っています。 

図表 男性の自殺死亡率（人口 10万対） 

/年齢別（東広島市・広島県・全国、平成 29（2017）年～令和 3（2021）年合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東広島市地域自殺実態プロファイル（自殺総合対策推進センター） 
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図表 〔女性の自殺死亡率（人口 10万対） 

/年齢別（東広島市・広島県・全国、平成 29（2017）年～令和 3（2021）年合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東広島市地域自殺実態プロファイル（自殺総合対策推進センター） 

 

３ 東広島市の自殺の特徴 

 本市の平成 29（2017）年～令和 3（2021）年の合計の自殺者は 74人であり、女性 60

歳以上で無職、同居者がいる人が 12.7％で最も多くなっています。 

図表 東広島市の主な自殺の特徴（平成 29（2017）年～令和 3（2021）年合計） 

自殺者 
（件数順） 

自殺者数 
５年計 

割合 
自殺死亡率※１ 
（人口 10万対） 

背景にある 
主な自殺の危機経路※２ 

女性 60歳以上・ 
無職・同居 

20 12.7％ 21.5 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

男性 60歳以上・ 
無職・同居 

16 10.2％ 28.4 
失業（退職）→生活苦+介護の悩み
（疲れ）+身体疾患→自殺 

男性 40～59歳・ 
有職・同居 

15 9.6％ 15.2 
配置転換→過労→職場の人間関係
の悩み→仕事の失敗→うつ状態→
自殺 

男性 20～39歳・ 
有職・独居 

12 7.6％ 34.8 

①【正規雇用】配置転換→過労→職
場の人間関係の悩み+仕事の失敗
→うつ状態→自殺 
②【非正規雇用】（被虐待・高校中
退）非正規雇用→生活苦→借金→
うつ状態→自殺 

男性 20～39歳・ 
無職・独居 

11 7％ 57.9 

①【30 代その他無職】失業→生活
苦→多重債務→うつ状態→自殺 
②【20代学生】学内の人間関係→ 
休学→うつ状態→自殺 

※1  自殺死亡率の母数（人口）は令和2（2020）年国勢調査を基に自殺総合対策推進センターが推計 

※２  「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考に推定 

※３  順位は自殺者数の多い順で、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順 

 

資料：東広島市地域自殺実態プロファイル（自殺総合対策推進センター） 
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第４章 市民アンケート調査の結果 

 

 本文及び図中に示した調査結果の数値は百分比（％）で示してある。これらの数値は小数点以下

第２位を四捨五入しているため、全項目の回答比率の合計が 100％とならない場合があります。 

 ２つ以上の回答（複数回答）を求めた質問では、回答比率の合計が 100％を超えることがあります。 

 

１ 睡眠・生活リズムについて 

（1）成人の就寝時間・起床時間について 

図表 睡眠による休養の状況 

 

 

 

 

 

睡眠による休養が『とれていない』（「全くとれていない」＋「あまりとれていない」）

と回答した人の割合が 23.5％となっています。 

 

図表 睡眠による休養の状況（性・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.9 56.9 21.5 2.0 1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=2,402

十分にとれている まあまあとれている あまりとれていない
全くとれていない 無回答
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50歳代(n=174)

60歳代(n=171)
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十分にとれている まあまあとれている あまりとれていない

全くとれていない 無回答
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性・年齢別にみると、『とれていない』と回答した人の割合は、男女ともに 40 歳代、

50 歳代で最も高くなっています。 

 

図表 睡眠による休養の状況（Ｋ６判定の該当別） 

 

 

 

 

 

 

 

Ｋ６（こころの状態を評価する指標）判定の該当別にみると、『とれていない』と回

答した人の割合は、Ｋ６判定の点数が上がるほど高く、「心理的苦痛を感じている（10

点以上）」に該当する人で４割台となっています。 

 

図表 １週間の 60時間以上勤務の有無（就労している人） 

 

 

 

 

１週間の 60 時間以上勤務の有無について、「はい（ある）」と回答した人の割合が

14.3％となっています。 

 

 

  

K6 

質問票を用いて約 1 か月のこころの状態を評価する調査の名称。この計画では、国の基準と

同じく、合計した結果が 10 点以上を「心理的苦痛を感じている」とする。 
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60.1 

58.4 
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0～4点(n=948)
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10点以上(n=506)

十分にとれている まあまあとれている あまりとれていない

全くとれていない 無回答

14.3 82.1 3.6 
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n=1,614

はい（ある） いいえ（ない） 無回答
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（2）小中学生の就寝時間・起床時間について 

図表 就寝時間（学年別） 

 

 

 

 

 

 

 

小中学生の就寝時間について、「夜９時～10 時」と回答した人の割合が小学２年生で

50.3％、小学５年生で 65.7％、「夜 10 時～11 時」と回答した人の割合が中学２年生で

41％となっています。 

 

図表 起床時間（学年別） 

 

 

 

 

 

 

小中学生の起床時間について、「朝６時～７時」と回答した人の割合が小学２年生で

55.4％、小学５年生で 70.7％、中学２年生で 73％となっています。 
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２ こころの健康について 

図表 ストレスの状況 

 

 

 

 

ストレスの状況について、『ある』（「おおいにある」＋「少しある」）と回答した人の

割合が 75.3％となっています。 

 

図表 ストレスの状況（性・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性・年齢別にみると、『ある』と回答した人の割合は、女性 40 歳代で約９割、男性

30 歳代、40 歳代、50 歳代、女性 20 歳代、30 歳代、50 歳代で８割台となっています。 
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21.8 

10.6 

4.8 

3.8 

3.7 

4.1 

7.1 

15.9 

18.3 

3.4 

0.6 

1.7 

0.8 

5.1 

5.2 

9.5 

1.0 

0.0 

1.1 

0.7 
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7.2 
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男性 20歳代(n=194)
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80歳以上(n=58)

おおいにある 少しある あまりない 全くない 無回答

29.4 45.9 12.7 8.9 3.1 
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n=2,402

おおいにある 少しある あまりない 全くない 無回答
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図表 ストレスを感じる原因（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストレスを感じる原因について、性別にみると、「勤務関係の問題（転勤、仕事の不振、

職場の人間関係、長時間労働等）」と回答した人の割合は男性で５割台、「家庭の問題（家

族関係の不和、子育て、家族の介護・看病等）」と回答した人の割合は女性で４割台とな

っています。 

図表 ストレスを感じた時の考え 

 

 

 

 

 

 

 

ストレスを感じた時の考えについて、「助けを求めたり、誰かに相談したいと思う」と

回答した人の割合が 63％、「悩みやストレスを感じていることを、他人に知られたくな

いと思う」と回答した人の割合が 16.4％となっています。 

 

  

57.0 

33.3 

30.8 

29.9 

5.6 

3.4 

4.7 

4.8 

40.7 

47.0 

33.6 

23.1 

4.2 

3.5 

8.9 

4.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

勤務関係の問題

（転勤、仕事の不振、職場の人間関係、長時間労働等）

家庭の問題

（家族関係の不和、子育て、家族の介護・看病等）

病気などの健康の問題

（自分の病気、身体の悩み、心の悩み等）

経済的な問題

（倒産、事業不振、借金、失業、生活困窮等）

恋愛関係の問題（失恋、結婚を巡る悩み等）

学校の問題
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その他

無回答

男性(n=1,056)

女性(n=1,036)

63.0 16.4 0.9 14.7 4.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=2,402

助けを求めたり、誰かに相談したいと思う

悩みやストレスを感じていることを、他人に知られたくないと思う

誰かに悩みを相談することは、弱い人のすることだと思う

悩みや問題は、自分ひとりで解決すべきだと思う

無回答
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図表 ストレス解消の可否 

 

 

 

 

 

ストレス解消の可否について、『できていない』（「できていないと思う」＋「あまりで

きていないと思う」）と回答した人の割合が 30.8％となっています。 

 

図表 ストレス解消の可否（性・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性・年齢別にみると、『できていない』と回答した人の割合は、男性 30 歳代、40 歳

代で４割台となっています。 
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55.1 

68.3 

60.4 

54.9 

59.8 

58.0 

56.0 

54.7 

41.6 

26.4 

26.1 

29.0 

26.1 

17.0 

18.2 

7.9 

19.7 

24.8 

21.0 

21.4 

17.9 

17.1 

16.6 

7.9 

16.5 

13.2 

7.4 

2.6 

6.2 

5.9 

8.2 

9.5 

7.0 

8.8 

6.5 

9.1 

9.0 

3.7 

0.7 

2.7 

0.6 

4.4 

7.3 

7.7 

2.0 

0.0 

0.9 

1.8 

4.1 

7.7 

23.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 20歳代(n=160)

30歳代(n=202)

40歳代(n=202)

50歳代(n=185)

60歳代(n=143)

70歳代(n=134)

80歳以上(n=30)

女性 20歳代(n=139)

30歳代(n=156)

40歳代(n=233)

50歳代(n=165)

60歳代(n=151)

70歳代(n=152)

80歳以上(n=40)

できていると思う ある程度はできていると思う

あまりできていないと思う できていないと思う

無回答

11.4 54.5 22.0 8.8 3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=2,114

できていると思う ある程度はできていると思う

あまりできていないと思う できていないと思う

無回答
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図表 孤立していると感じることの有無 

 

 

 

 

孤立していると感じることの有無について、『感じる』（「少しだけ」+「時々」+「た

いてい」+「いつも」）と回答した人の割合が 45.3％となっています。 

 

図表 孤立していると感じることの有無（性・年齢） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性・年齢別にみると、『感じる』と回答した人の割合は、男性 30 歳代、40 歳代、女

性 20 歳代、30 歳代で５割を超えています。 

  

49.6 

48.5 

46.2 

50.2 

54.8 

61.8 

44.9 

44.3 

43.5 

53.9 

54.6 

58.8 

60.5 

52.3 

21.7 

20.1 

24.4 

26.0 

30.6 

22.8 

28.8 

27.5 

29.4 

23.6 

29.4 

24.2 

15.8 

21.6 

15.1 

17.4 

19.6 

13.9 

9.1 

9.7 

13.5 

17.6 

18.8 

13.4 

9.1 

8.2 

13.5 

7.4 

7.2 

7.6 

6.2 

4.8 

0.9 

0.7 

4.9 

5.2 

4.7 

5.2 

3.8 

2.4 

1.9 

3.7 

4.2 

6.3 

3.1 

3.9 

1.0 

0.7 

0.0 

4.5 

3.7 

3.2 

2.3 

1.5 

1.6 

0.0 

2.1 

0.0 

0.6 

1.2 

3.6 

4.3 

7.8 

1.0 

0.0 

0.7 

0.7 

4.9 

6.8 

15.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 20歳代(n=194)

30歳代(n=217)

40歳代(n=213)

50歳代(n=201)

60歳代(n=171)

70歳代(n=183)

80歳以上(n=38)

女性 20歳代(n=147)

30歳代(n=162)

40歳代(n=245)

50歳代(n=174)

60歳代(n=171)

70歳代(n=198)

80歳以上(n=58)

全くない 少しだけ 時々 たいてい いつも 無回答

52.1 24.3 13.7 4.3 3.0 2.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=2,402

全くない 少しだけ 時々 たいてい いつも 無回答
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３ 心理的苦痛の状況 

■Ｋ６判定 

図表 心理的負担の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10（２）①～⑥を５段階（全くない：０点、少しだけ：１点、時々：２点、たいてい：

３点、いつも：４点）で点数化し、合計した結果が 10点以上を「心理的苦痛を感じている」

としています。 

図表 Ｋ６判定 

 

 

 

 

Ｋ６判定について、「心理的苦痛を感じている（10 点以上）」に該当する人の割合が

21.1％となっています。 

 

11.7 

54.2 

43.1 

29.1 

19.4 

50.2 

52.1 

40.3 

24.1 

33.3 

39.3 

40.1 

24.1 

24.3 

31.9 

12.9 

16.3 

21.0 

25.7 

14.2 

13.7 

9.0 

3.6 

3.1 

5.5 

8.2 

4.8 

4.3 

4.2 

2.1 

1.3 

2.3 

4.0 

3.8 

3.0 

2.8 

3.1 

2.9 

2.7 

2.6 

2.8 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①ちょっとしたことで、イライラしたり

不安に感じることがある

②絶望的だと感じることがある

③そわそわ落ち着かなく感じることがある

④気分が沈み、気が晴れないように

感じることがある

⑤何をするにも面倒だと感じることがある

⑥自分は価値のない人間だと感じることがある

⑦孤立していると感じることがある

全くない 少しだけ 時々 たいてい いつも 無回答

n=2,402

39.5 35.8 21.1 3.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=2,402

0～4点 5～9点 10点以上 無回答
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54.3 

43.9 

44.3 

34.3 

20.2 

21.5 

35.0 

38.2 

35.4 

30.8 

19.0 

18.8 

14.9 

25.2 

44.6 

5.2 

2.2 

2.6 

5.0 

4.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大変ゆとりがある

(n=46)

ややゆとりがある

(n=240)

ふつう(n=1,186)

やや苦しい(n=650)

大変苦しい(n=234)

0～4点 5～9点 10点以上 無回答

図表 Ｋ６判定（性・年齢） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性・年齢別にみると、「心理的苦痛を感じている（10 点以上）」に該当する人の割合は、

男性 30 歳代、女性 20 歳代、30 歳代で３割台となっています。 

 

図表 Ｋ６判定（暮らしの経済的状況別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暮らしの経済的状況別にみると、「心理的苦痛を感じている（10 点以上）」に該当す

る人の割合は、大変苦しい人で４割台となっています。 

  

38.0 

35.0 

32.5 

42.9 

53.2 

53.7 

37.2 

30.1 

25.7 

35.3 

42.9 

43.1 

41.4 

41.9 

34.4 

33.7 

42.7 

36.7 

35.4 

34.5 

33.0 

34.0 

40.8 

41.5 

29.8 

37.5 

32.3 

24.0 

25.5 

31.3 

23.1 

19.2 

7.7 

6.4 

20.6 

35.0 

33.5 

21.5 

25.5 

13.1 

16.8 

10.4 

2.1 

0.0 

1.7 

1.2 

3.6 

5.5 

9.1 

1.0 

0.0 

1.7 

1.7 

6.3 

9.5 

23.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 20歳代(n=194)

30歳代(n=217)

40歳代(n=213)

50歳代(n=201)

60歳代(n=171)

70歳代(n=183)

80歳以上(n=38)

女性 20歳代(n=147)

30歳代(n=162)

40歳代(n=245)

50歳代(n=174)

60歳代(n=171)

70歳代(n=198)

80歳以上(n=58)

0～4点 5～9点 10点以上 無回答
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図表 Ｋ６判定（睡眠による休養の状況別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

睡眠による休養の状況別にみると、「心理的苦痛を感じている（10 点以上）」に該当

する人の割合は、休養がとれていない人ほど高く、全くとれていない人で６割台となっ

ています。 

 

図表 Ｋ６判定（ストレス解消の可否別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストレス解消の可否別にみると、「心理的苦痛を感じている（10 点以上）」に該当す

る人の割合は、ストレス解消ができていない人ほど高く、できていない人で７割台とな

っています。 

 

図表 Ｋ６判定（相談機会の有無別） 

 

 

 

 

 

相談機会の有無別にみると、「心理的苦痛を感じている（10 点以上）」に該当する人

の割合は、相談機会がない人で約４割となっています。 

  

54.8 

41.7 

23.6 

15.4 

31.1 

36.8 

39.6 

20.8 

10.5 

18.2 

34.3 

63.9 

3.6 

3.4 

2.5 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分にとれている

(n=430)

まあまあとれている

(n=1,366)

あまりとれていない

(n=516)

全くとれていない

(n=49)

0～4点 5～9点 10点以上 無回答

73.0 

39.7 

17.4 

3.1 

21.7 

46.7 

39.4 

22.6 

4.7 

12.6 

42.9 

73.4 

0.5 

1.0 

0.3 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できていると思う

(n=242)

ある程度はできている

と思う(n=1,153)

あまりできていない

と思う(n=465)

できていないと思う

(n=185)

0～4点 5～9点 10点以上 無回答

45.2 

23.2 

37.2 

36.4 

16.4 

39.4 

1.3 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談機会あり

(n=1,781)

相談機会なし

(n=528)

0～4点 5～9点 10点以上 無回答
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図表 ストレスを感じた時の考え（Ｋ６判定の該当別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｋ６判定の該当別にみると、「悩みや問題は、自分ひとりで解決すべきだと思う」と

回答した人の割合は、心理的苦痛を感じている（10 点以上）に該当する人で約２割とな

っています。 

 

４ 相談機会の有無 

図表 相談機会の有無 

 

 

 

 

相談機会の有無について、「ある」と回答した人の割合が 74.2％、「ない」と回答した

人の割合が 22％となっています。 

 

図表 相談機会の有無（Ｋ６判定の該当別） 

 

 

 

 

 

Ｋ６判定の該当別にみると、「ない」と回答した人の割合は、心理的苦痛を感じてい

る（10 点以上）に該当する人で４割台となっています。 

  

68.7 

50.4 

14.7 

25.4 

0.6 

2.3 

13.5 

20.4 

2.5 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

9点以下(n=1,808)

10点以上(n=506)

助けを求めたり、誰かに相談したいと思う

悩みやストレスを感じていることを、他人に知られたくないと思う

誰かに悩みを相談することは、弱い人のすることだと思う

悩みや問題は、自分ひとりで解決すべきだと思う

無回答

74.2 22.0 3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=2,402

ある ない 無回答

81.1 

57.8 

17.4 

41.2 

1.5 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

9点以下(n=1,808)

10点以上(n=506)

ある ない 無回答
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５ 知っている相談先 

図表 知っている相談先（Ｋ６判定の該当別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知っている相談先について、「知っているものはない」と回答した人の割合は、全体

で 32.6％となっています。 

Ｋ６判定の該当別にみると、「知っているものはない」と回答した人の割合は、心理

的苦痛を感じている（10 点以上）に該当する人で約４割となっています。 

  

30.2 

29.9 

18.9 

17.9 

16.5 

13.1 

12.2 

6.0 

5.9 

5.4 

1.4 

32.6 

7.3 

31.6 

32.1 

19.7 

19.1 

17.2 

12.4 

12.6 

6.1 

5.9 

5.1 

1.4 

30.9 

6.9 

27.4 

21.7 

15.7 

14.9 

14.5 

16.0 

9.8 

5.7 

6.7 

6.7 

1.5 

39.2 

6.1 

0% 10% 20% 30% 40%

広島いのちの電話

地域包括支援センター

生活支援センター

法テラス

こころの相談室（市）

子育て・障害総合支援センター（はあとふる）

心配ごと相談

こころのライン相談＠広島県

よりそいホットライン

精神科医による精神保健相談（県）

広島わかちあいのつどい（忘れな草）

知っているものはない

無回答

全体(n=2,402)

9点以下(n=1,808)

10点以上(n=506)
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６ ゲートキーパー養成講座の受講意向 

図表 ゲートキーパー養成講座の受講意向 

 

 

 

 

ゲートキーパー養成講座の受講意向について、受講したいと「思う」と回答した人の

割合が 21.6％となっています。 

 

図表 ゲートキーパー養成講座の受講意向（性別） 

 

 

 

 

 

性別にみると、ゲートキーパー養成講座を受講したいと「思う」と回答した人の割合

は、女性が男性よりも高くなっています。 

  

21.6 72.2 6.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=2,402

思う 思わない 無回答

16.6 

26.9 

78.4 

65.7 

4.9 

7.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性(n=1,217)

女性(n=1,154)

思う 思わない 無回答
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第５章 第 1次自殺対策計画の取組みと課題 

 

１ 第１次自殺対策計画における取組みと評価 

（1）数値評価 

数値目標については、本市の自殺死亡率を国の目標値と同様に、平成 34（2022）年

までに自殺死亡率を 13.0（人口 10 万対）以下とする目標でした。 

結果は、令和元（2019）年に 13.3 となりましたが、直近の令和４（2022）年は 22.8

であり、達成できていません。 

 

（2）アンケート及び計画掲載事業の実施状況 

基本目標１ 安心して生活できる地域ネットワークづくり  

【第 1 次計画の主な取組み】 

 地域で、市民一人ひとりが安心して暮らすことができるよう、通いの場や老人クラブ、

地域サロン等の地域からの情報把握を行うとともに、連携を図っています。 

 毎月開催される日常生活圏域コアネットワーク会議等に参加し、様々な困難な状況に

ある市民について関係機関・団体等と情報共有し、相談や支援につなげる体制づくり

を推進しています。 

 様々な困難な状況にある市民が孤立する前に、地域の様々な相談・支援機関等とつな

がることができるよう、孤立を防ぐための居場所づくりとして、「ほっとここあ（心

愛）」（年 3 回）や「通いの場」等を行っています。 

 

【市民アンケ―ト調査結果】 

 孤立していると感じている人が約５割おり、特に50歳代以下において、「いつも、た

いてい」孤立していると感じている割合が高くなっています。 

 第３の居場所として、子ども、若者が安心して暮らすために充実させると良いと思う

場所として、「遊びや様々な体験活動のできる場所」の割合が 57.2%と最も高く、次

いで「無料や低額で学習支援をする場所」、「不登校児童生徒等が来室またはオンライ

ンで集える場所」となっています。 

 

【事業の推進・達成状況（東広島市自殺対策計画進捗状況調査から）】 

 各関係機関における会議や協議会により、地域や個人の課題について情報共有し、連

携を図ることができています。 

 新型コロナウイルス感染症流行禍において、集合での事業開催が困難な時期もありま

したが、回数・参加人数の調整やオンライン等での実施により、事業を継続すること

ができています。 
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基本目標２ 自殺対策を支える人材の育成の推進 

【第 1 次計画の主な取組み】 

 市民をはじめ市職員や民生委員児童委員等の地域の支援者を対象としたゲートキー

パー養成講座を開催し、悩みを抱えたり、困難な状況にある人に気づき、関係機関へ

つなぎ、見守ることができる人材を育成しています。 

 職場での出前講座や老人クラブ、地域サロン等で、こころの健康づくりをはじめとし

たゲートキーパーについての啓発を行っています。 

<令和４（2022）年度までの累計養成人数>  

 居場所づくりにつながる複数回講座修了者：69 人 

 単発講座受講者：736 人 
 

【市民アンケ―ト調査結果】 

 ゲートキ―パー養成講座を受講したいと思う人は21.6％であり、男女別では、男性

16.6％、女性26.9％と女性の割合が高く、性別年齢別では男性40歳代、女性20歳代

で高くなっています。 

 相談先について、いずれの年代も「同居の家族・親族」、「友人や職場の同僚」の割合

が高くなっており、気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人におい

ても同様の結果となっています。 
 

【事業の推進・達成状況（東広島市自殺対策計画進捗状況調査から）】 

 新型コロナウイルス感染症流行禍において、集合での事業開催が困難な時期もありま

したが、事業を継続することにより、ゲートキーパー養成者数は徐々に増加していま

す。 

 

基本目標３ 自殺対策に関する啓発の推進  

【第 1 次計画の主な取組み】 

 こころの健康や生きる支援に関する各種相談先の啓発について、窓口等へのリーフレ

ット配置や市ホームページ、SNSへの掲載、地域団体等への出前講座でのリーフレッ

ト配布等、様々な方法により行っています。 

 令和４（2022）年度においては、中央図書館との協働により自殺対策やメンタルヘ

ルス関連図書の紹介と併せて自殺対策を啓発する展示を行いました｡ 

 子ども世代からの自殺予防の推進について、小中学校や大学等関係機関と連携を図り、

こころの健康を保つための教育の充実とともに、自殺を予防するための環境づくりを

推進しています。 
 

【市民アンケ―ト調査結果】 

 相談先について、「広島いのちの電話」、「地域包括支援センター」についての認知度

は約 30％ですが、それ以外の相談先については 10％台以下と低く、「知っているも
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のはない」人が 32.6％となっています。 

 相談先について「知っているものはない」と回答した人のうち、気分障害・不安障害

に相当する心理的苦痛を感じている人は 39.2％となっています。 

 悩みやストレスを感じたときの考え方として、男女ともにほぼ半数以上の人が「助け

を求めたり、誰かに相談したいと思う」と回答していますが、女性よりも男性の方が

「悩みやストレスを感じていることを、他人に知られたくないと思う」、「誰かに悩み

を相談することは、弱い人のすることだと思う」、「悩みや問題は、自分ひとりで解決

すべきだと思う」という考え方の割合が高くなっています。 
 

【事業の推進・達成状況（東広島市自殺対策計画進捗状況調査から）】 

 出前講座や各種広報媒体により、市民や関係機関に啓発を行っています。 

 小中学校において、保健体育の授業や道徳教育の推進、またスクールカウンセラー等

の配置を図り、自殺を予防するための取組みを進めています。 
 

基本目標４ 相談・支援体制の充実 

【第 1 次計画の主な取組み】 

 市民が主体的に健康づくりに取り組めるよう、元気すこやか健診、健診結果相談会で

の健診結果に応じた相談会を実施するとともに、精神保健相談員によるこころの相談

室や、保健師による心身の健康に関する相談や支援を実施しています。 

 依存症についての普及啓発のため、依存症家族勉強会（年６回）、がん患者等の在宅

療養支援を目的として「こころの駅舎」（毎月）を東広島地区医師会に委託して実施

し、様々な健康問題への相談体制を整えています。 

 生活困窮者や勤務問題を抱える人、外国人、障害者、被災者、自殺未遂者等への相談

体制の充実を図っています。 

 出産・育児から、高齢者までの各ライフステージに応じて、相談先の設置や各支援セ

ンター等による相談先において相談しやすい体制の充実を図っています。 
 

【市民アンケ―ト調査結果】 

 相談機会が「ない」と回答した人の割合は男性で 30.1％であり、女性の 13.6％より

も高くなっています。 

 気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人では、相談できる機会が「な

い」人の割合が 4 割を超え、感じていない人（0～4 点：約１割、5～9 点：約 2 割）

よりも高くなっていますが、悩みやストレスを感じた時に「助けを求めたり、誰かに

相談したいと思う」と考える人は 5 割を超えています。 

 

 

気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人 

悩みやストレスを 6 つの項目について 5 段階で点数化し、合計 10 点以上を「気分障害・不安障

害に相当する心理的苦痛を感じている者」として算出するアンケート結果。 
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【事業の推進・達成状況（東広島市自殺対策計画進捗状況調査から）】 

 各世代、対象に応じた窓口設置により、専門的な相談体制を確保することができてお

り、特にこころの健康相談については精神保健相談員の配置を行う等、拡充実施して

います。 

 不登校や問題行動のうち、家族課題が背景にある場合など学校の取組みだけでは解決

が困難なケースについて、関係機関と連携しながら支援を実施しています。 

 

重点施策１ 高齢者の自殺対策の推進  

【市民アンケ―ト調査結果】 

 不安や悩みがあった時に高齢者（60 歳代以上）が相談した（したい）先は、「同居の

家族・親族」と回答した割合が 59.8％と最も高く、次いで「友人や職場の同僚」が

35.9％であり、男女ともに同様の傾向がみられます。 

 60 歳代以上のストレスの要因では、「家庭の問題」及び「病気などの健康の問題」の

割合が高くなっています。 

 60 歳代以上における地域包括支援センターの認知度は、男女ともに３割以上で、特

に 60～70 歳代女性においては５割近くとなっています。 

 

【事業の推進・達成状況（東広島市自殺対策計画進捗状況調査から）】 

① 地域の支え合い、見守り、健康づくりの活動団体等との連携 

 様々な困難な状況にあるケースを把握した際、コアネットワーク会議の中で、関係部

署や機関と情報共有し、解決に向けた関わりを検討しています。 

<評価指標> 相談・支援件数 

 各圏域コアネットワーク会議（年 12 回）：58 件 

② 居場所づくり 

 通いの場の設置数は、年々増加しています。 

 ほっとここあ（心愛）の参加者は、少しずつ増加しています。20～30 歳代の若い年

代の参加もあり、多世代の交流の場になりつつあります。 

<評価指標> 交流の場の設置数 

 通いの場：201 か所 

 地域サロン：273 か所 

 ほっとここあ（心愛）実施回数：3 回（参加延人数：18 人） 

③ 総合相談支援 

 地域包括支援センターの相談件数は年々増加しており、地域包括ケアシステムにおけ

るネットワークの推進が図られています。 

<評価指標> 相談件数 

 地域包括支援センター相談件数：34,331 件 
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重点施策２ 若者の自殺対策の推進 

【市民アンケ―ト調査結果】 

 気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人の割合は、男性 30 歳代、

女性 20 歳代、30 歳代で 30％台と高くなっています。 

 20・30 歳代の人で不安や悩みがあった時に相談した（したい）人や相談機関は、男女

ともに「同居の家族・親族」及び「友人や職場の同僚」の割合が高くなっています。 

 

【事業の推進・達成状況（東広島市自殺対策計画進捗状況調査から）】 

①  居場所づくり 

 ほっとここあ（心愛）の参加者は、少しずつ増加しています。20～30歳代の若い年

代の参加もあり、多世代の交流の場になりつつあります。 

<評価指標> 交流の場の設置数 

 ほっとここあ（心愛）実施回数：3 回（参加延人数：18 人） 

②事業所と連携を図った研修の実施 

 事業所向けの健康講座を実施しており、メンタルヘルスに関する健康講座の申込み団

体や受講者数は、年々増加傾向にあります｡ 

<評価指標> 研修の実施回数・参加者数 

 メンタルヘルスに関する健康講座：6 団体 (107 人) 

③ 生きる支援に関する相談先等の周知の実施 

 窓口等におけるリーフレット配置以外に､市ホームページへの相談先案内ページを掲

載するとともに、自殺予防週間や自殺対策強化月間では SNS やインスタグラムによ

る啓発も行っています｡ 

 市立図書館との協働により､自殺対策やこころの健康づくり関連図書の紹介と併せて

自殺対策を啓発する展示を行っています｡ 

<評価指標> 相談先の認知度・相談件数 

 精神科医による、こころのなんでも相談会（年８回）：17 組 

 精神保健相談員による、こころの相談室（週２回）：229 件 

 保健師等による相談 窓口：398 件、訪問：111 件、電話：789 件 

④ SＮＳを活用した相談支援 

 広島県実施のSNS相談窓口の啓発を関係部署と共有するとともに､ホームページ等に

も掲載し､啓発しています｡ 

<評価指標> 検討した取組みの件数 

 こころのライン相談＠広島県こころのライン相談：212 件（東広島・竹原・大崎上島） 
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⑤ 大学等と連携したこころの健康に関する普及啓発の推進 

 大学､高等学校等と連携して、自殺予防週間や自殺対策強化月間において、各学校に､

啓発ポスターの配布や相談先の周知等の啓発の協力を依頼しています｡ 

 学生からの個別相談の際は、連携した相談体制を図るため、学生支援窓口等との連携

を図っています。 

 

重点施策３ 生活困窮者の自殺対策の推進  

【市民アンケ―ト調査結果】 

 現在の暮らしが金銭面で「やや苦しい」と回答した人は 27.1%、「大変苦しい」と

回答した人は 9.7%となっており、気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感

じている人の割合は、全体では 21.1％ですが、「やや苦しい」人では 25.2%、「大

変苦しい」人では 44.6%となっており、現在の暮らしが金銭面で苦しい人ほど気分

障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人の割合が高い傾向が見られま

す。 

 

【事業の推進・達成状況（東広島市自殺対策計画進捗状況調査から）】 

①庁内関係部署の連携強化 

<評価指標> 検討した取組みの件数 

 各圏域コアネットワーク会議（年 12 回）：11 件 

②生きる支援に関する相談先等の周知の実施 

<評価指標> 相談先の認知度・相談件数 

 相談先の認知度：基本目標 3 の評価参照 

 精神科医による、こころのなんでも相談会（年８回）：17 組 

 精神保健相談員による、こころの相談室（週４回）：229 件 

 保健師等による相談 窓口：398 件、訪問：111 件、電話 789 件 

③自立相談支援 

<評価指標> 自立した支援件数 

 相談受付：569 件 

 プラン作成：58 件 
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２ 第２次自殺対策計画に向けた課題 

  「東広島市の自殺に関する現状」及び「こころとからだの健康づくりに関するアンケ

ート」結果より、次のような課題を把握しました。 

 

（1）自殺対策に関する啓発の推進及び相談・支援体制の充実 

相談・支援の充実と啓発 

 悩みやストレスを感じたときに、男女ともにほぼ半数以上の人が「助けを求めたり

誰かに相談したい」と回答していますが、女性よりも男性の方が「悩みやストレス

を感じていることを、他人に知られたくないと思う」、「誰かに悩みを相談すること

は、弱い人のすることだと思う」、「悩みや問題は、自分ひとりで解決すべきだと思

う」と考える人の割合が高くなっています。 

 各相談先について 10％台以下の認知度のものがあり、「知っているものはない」と

回答した人の割合は、気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人で

は 39.2％、それ以外の人では 30.9％となっています。 

 相談機会が「ない」と回答した人の割合は、男性が女性よりも高く、気分障害・不

安障害に相当する心理的苦痛を感じている人が感じていない人よりも高くなって

います。 

 

 

 

 

 

（2）気づき・つなぎ・見守りができる人材の育成 

ゲートキーパー養成 

 相談先について、いずれの年代も「同居の家族・親族」、「友人や職場の同僚」の割

合が高くなっており、気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人に

おいても同様の結果となっています。 

 

 

 

 

  

 相談することの重要性を含むこころの健康づくりとともに、「生き

ることの包括的な支援」としての相談先を、より効果的に啓発す

る必要があります。 

 身近でこころの不調で悩む人に気づき、適切な対応ができる人が

増えるよう、こころの不調で悩む人が相談しやすい環境を整える

必要があります。 
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（3）孤立を防ぐ居場所の確保 

居場所づくり 

 孤立していると感じている人が約５割おり、特に 50 歳代以下では、「いつも、た

いてい」孤立していると感じている人の割合が高い状況があります。 

 子ども・若者が安心して暮らすことができるために充実させると良いと思う場所と

して「遊びや様々な体験活動のできる場所」、「無料や低額で学習支援をする場所」、

「不登校児童生徒等が来室またはオンラインで集える場所」の割合が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

（4）子ども・若者の自殺対策の推進 

  小中学校及び大学等と連携したこころの健康に関する普及啓発の推進 

 若い年代（20 歳未満、30 歳代女性）の自殺者数が増加しています。 

 男性 30 歳代、女性 20 歳代、30 歳代で、気分障害・不安障害に相当する心理的苦

痛を感じている人の割合が 30％台と高い傾向がみられます。 

 20 歳代、30 歳代の男女ともに、不安や悩みがあった時に相談した（したい）人や

相談機関として「同居の家族・親族」及び「友人や職場の同僚」の割合が高くなっ

ています。 

 高等学校や大学における自殺予防教育及び相談体制の充実のための現状把握・連携

が不足しています。 

 

 

 

 

 

 

（5）勤労者・経営者の自殺対策の推進 

 悩みやストレスを感じたときに、男女ともにほぼ半数以上の人が「助けを求めたり

誰かに相談したい」と回答していますが、女性よりも男性の方が「悩みやストレス

を感じていることを、他人に知られたくないと思う」、「誰かに悩みを相談すること

は、弱い人のすることだと思う」、「悩みや問題は、自分ひとりで解決すべきだと思

う」と考える人の割合が高くなっています。 

  

 小中学校及び大学等と連携を図り、相談することの重要性を含む

こころの健康づくりの啓発や自殺予防教育とともに、ゲートキー

パーの関わりができる人を増やすことが必要です。 

 様々な機関との協働により、第３の居場所を充実させる必要があ

ります。 

 子ども・若者が安心して暮らすことができる居場所づくりを様々

な機関との協働により、広く推進する必要があります。 
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 20～60 歳代の人で、不安や悩みがあった時に相談した（したい）人や相談機関と

して「同居の家族・親族」及び「友人や職場の同僚」の割合が高くなっています。 

 長時間労働の人はそうでない人と比較して、気分障害・不安障害に相当する心理的

苦痛を感じている人の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

（6）高齢者の自殺対策の推進 

 高齢者（60 歳代～）では、不安や悩みがあった時に相談した（したい）人や相談

機関として、全体では「同居の家族・親族」の割合が最も高く 59.8％、次いで「友

人や職場の同僚」が 35.9％となっており、男女ともに同様の傾向となっています。 

 高齢者（60 歳代～）のストレスの要因では、「家庭の問題」及び「病気などの健康

の問題」の割合が高くなっています。 

 高齢者（60 歳代～）における地域包括支援センター認知度は、男女ともに３割以

上で、特に 60 歳代、70 歳代女性においては５割近くとなっています。 

 

 

 

 

 

（7）生活困窮者の自殺対策の推進 

 現在の暮らしが金銭面で「やや苦しい」人の割合は 27.1%、「大変苦しい」人の割

合は 9.7%となっており、現在の暮らしが金銭面で苦しい人ほど気分障害・不安障

害に相当する心理的苦痛を感じている人の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

  

 企業・事業所と連携を図り、相談することの重要性を含むこころ

の健康づくりについて啓発するとともに、ゲートキーパーの関わ

りができる人を増やす必要があります。 

 各相談先において、生活困窮者への自立支援や、税金・保険料等

の徴収における対応及び支援等を継続するとともに、生活困窮に

陥った人を「生きることの包括的な支援」につなぐために、庁内

関係部署の連携をさらに強化する方法を検討する必要がありま

す。 

 地域の支え合い、見守り、健康づくりの活動団体と連携を図り、相談

することの重要性を含むこころの健康づくりに関する啓発とともに、

ゲートキーパーとしての関わりができる人を増やす必要があります。 
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第６章 第２次自殺対策計画の基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

本計画は、市民の誰も自殺に追い込まれることのない地域を目指し、“誰も自殺に追い込

まれることのない地域の実現～「生きる」を支え合うまちづくり～”を基本理念とします。 

市民一人ひとりのいのちに寄り添い、庁内関係部署や地域の関係機関等との連携を更に

強化し、「生きることの阻害要因」を減らし、「生きることの促進要因」を増やすことを通

じて、計画の目指す姿の実現を図ります。 

 

誰も自殺に追い込まれることのない地域の実現 

～ 「生きる」を支え合うまちづくり～ 

 

２ 数値目標 

国の自殺総合対策大綱では、令和 8（2026）年までに、平成 27（2015）年と比べて自

殺死亡率を 30％減少させることを目標としています。 

大綱の減少率を本市に当てはめると、令和３（2021）年までの５年間平均の自殺死亡率

を 18％減少させ、13.7（人口 10 万対）以下となりますが、第１次計画での目標値や過去

５年間の最小値（13.3）を踏まえ、国の数値目標である 13.0 以下とすることを目標とし

ます。 

 

 
令和 5（2023）年 

（平成 29（2017）年～ 
令和 3（2021）年） 

 
令和 11（2029）年 
（令和 6（2024）年～ 
令和 10（2028）年） 

東広島市 
自殺死亡率 

16.7 
（人口 10万対） 

⇒ 13.0 以下 
（人口 10万対） 
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取組み指標                                                   

 数値目標の達成状況を評価するため、指標を設定します。 

指標 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和 11年度） 出典等 

悩みやストレスを感じたときに、助けを求

めたり誰かに相談したいと思う人の割合 
63％ 68％以上 市民アンケ―ト調査 

悩みや不安を相談できる専門機関を知っ

ている人の割合 
60.1％ 80％以上 市民アンケ―ト調査 

ゲートキーパー養成講座を受講したいと

思う人の割合 
21.6％ 27%以上 市民アンケ―ト調査 

相談機会がある人の割合 74.2％ 80%以上 市民アンケ―ト調査 

心理的苦痛を感じている人の割合 

K6（こころの状態を評価する指標）の合

計得点が 10点以上の人の割合 

21.1％ 16%以下 

市民アンケ―ト調査 

（自殺死亡率の減少率に合わ

せた減少を目標とする） 

 

３ 基本方針 

国の自殺総合対策大綱に示されている基本方針を本計画の基本的な方針とし、推進して

いきます。 

（1）生きることの包括的な支援として推進 

自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる社会的な

問題であるとの基本認識の下、「生きることの阻害要因」を減らし、「生きることの促進

要因」を増やす取組みを行い、自殺対策を生きることの包括的な支援として社会全体の

自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの生活を守るという姿勢で展開します。 

 

（2）関連施策との有機的な連携を強化した総合的な取組みの推進 

自殺を防ぐためには、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括

的な取組みが重要であるため、生活困窮者自立支援制度等、様々な分野の施策、人々や

組織と密接に連携して自殺対策を推進します。 

 

（3）対応の段階に応じたレベルごとの対策及び効果的な連動 

自殺対策に係る個別の施策は、「対人支援のレベル」、「地域連携のレベル」、「社会制度

のレベル」の３つのレベルを有機的に連携させて総合的に推進します。 

また、３つのレベルの個別の施策は、「事前対応」、「自殺発生の危機対応」、「事後対応」

の段階ごとに効果的な施策を推進します。 

さらに、SOS の出し方に関する教育や孤立を防ぐための居場所づくり等、「事前対応」

の前段階での取組みを推進します。 
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（4）実践と啓発を両輪とした推進 

自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識が社会全体の共通認識となるよう普及

啓発活動を推進します。 

また、すべての市民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く

気づき、必要な支援につなぎ、見守っていけるよう、啓発・教育活動を推進します。 

 

（5）国、関係団体、民間団体、企業・事業所及び市民等との連携・協働の推進 

自殺対策の効果を最大限発揮するため、国、広島県、関係団体、民間団体、企業・事

業所、市民等と連携・協働して総合的に推進するよう、それぞれの主体が果たすべき役

割を共有し、相互の連携・協働の仕組みを構築します。 

 

（6）自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮 

自殺者及び自殺未遂者並びにその親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、自殺対

策に取り組みます。  
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早期発見・早期支援 

(１) 自殺対策に関する正しい知識の普及啓発及

び情報の提供 

(２) ストレスやこころの健康に関する正しい知

識の普及啓発 

(３) 気づき・つなぎ・見守りができる人材の育成 

(４) 子ども・若者がSOSを出しやすい環境づくり

重点 

悩みやストレスの原因 

解決・解消に向けた 

支援（くらしを守る） 

(１) 多様な相談・支援体制の構築 

①健康に関する相談・支援の充実 

②ライフステージに応じた支援 
ア 全市民対象 
イ 子ども・若者   重点 
ウ 妊産婦・子育て世代 
エ 勤労者・経営者  重点 
オ 高齢者・介護者  重点 

③ 様々な事情を抱える市民の支援 
ア 生活困窮者    重点 
イ 障害者 
ウ ひきこもりの人等（孤立） 
エ 自殺未遂者・自死遺族等 
オ 性的少数者（LGBTQ） 
カ 外国人 
キ 犯罪被害者 

(２) 相談・支援を担う人材の育成 

伴走的支援体制の 

構築 

(１) 地域の関係機関・団体との連携強化 

(２) 重層的支援体制における取組みの推進 

４ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅰ 寄り添い、 

見守る 

地域づくり 

Ⅱ 相談・支援に 

つながる 

体制づくり 

Ⅲ 地域の包括的な 

支援体制づくり 

テーマ 自殺対策の戦略 施策 

1 生きることの包括的な支援として推進する 
2 関連施策と連携を強化した取組みを推進する 
3 社会制度、地域連携、対人支援のレベルや対応の段階にあった効果的な取組みを推進する 
4 市民が気づきつなげる（実践する）ことができるよう、啓発を推進する 
5 関係者の役割を明確にし、連携・協働により推進する 
6 自殺者や自殺未遂者、家族等の名誉と平穏な生活に配慮する 

誰も自殺に追い込まれることのない地域の実現 ～「生きる」を支え合うまちづくり～ 

基本理念 

基本方針 



 

38 

第７章 施策の展開 

 

Ⅰ 寄り添い、見守る地域づくり 

早期発見・早期支援 

 

■■現状と課題■■ 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人

の心情や背景が理解されにくい現実があります。そうした心情や背景への理解を深めるこ

とも含め、危機に陥った場合には誰かに助けを求めることが適当であるということが、社

会全体の共通認識となることが重要です。 

アンケートの結果では、悩みやストレスを感じたときに、「誰かに悩みを相談することは、

弱い人のすることだと思う」、「悩みや問題は、自分ひとりで解決すべきだと思う」と考え

る人がおり、相談先について「知っているものはない」人が 3 割を超えています。 

自殺や精神疾患に関する正しい知識の普及啓発を行うことで、早期発見・早期支援を促

すことが必要です。 

 

■■今後の取組み■■ 

施策１ 自殺対策に関する正しい知識の普及啓発及び情報の提供                      

市民との様々な接点を活かして相談先に関する情報を提供するともに、市民が自殺対

策について理解を深めることができる機会を提供します。 

 ホームページ等において、こころの健康や自殺対策・生きる支援

等に関してわかりやすい情報提供を行います。 

 相談先の場所や開設日時、利用方法について市広報紙等で情報提

供を行います。 

 自殺予防週間や自殺対策強化月間を中心に、こころの健康や自殺

予防について正しい知識の普及啓発を行います。 

医療保健課 

 窓口を訪れた市民に、生きる支援に関する相談先の情報提供を行

います。 

 関係機関・団体の支援者に、生きる支援に関する相談先を掲載し

たリーフレットを配布することにより、地域への周知を図ります。 

医療保健課 
地域共生推進課 
生活支援センター 
生活福祉課 
障害福祉課 
子育て・障害総合支援センター 
地域包括ケア推進課
こども家庭課 
指導課 
青少年育成課 
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施策２ ストレスやこころの健康に関する正しい知識の普及啓発                      

市民一人ひとりが、こころの健康に関心を持ち、健康づくりに取り組めるよう、スト

レスへの対処やこころの病気等、こころの健康に関する正しい知識の普及啓発を推進し

ます。 

 通いの場や地域サロン、自治会等、地域の様々な場に出向き、こ

ころの健康や自殺対策に関する正しい知識について普及啓発を行

います。 

医療保健課 

 

施策３ 気づき・つなぎ・見守りができる人材の育成                              

自殺対策においては、悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して「孤立・孤独」を防

ぎ、支援することが重要です。悩みを抱えたり、困難な状況にある人に気づき、関係機

関へつなぎ、見守ることができるゲートキーパーとなる人材を育成します。 

 市民を対象としたゲートキーパー養成講座を開催し、身近な地域

で気づき、支えることのできる人を育成します。 

 事業所や学校と連携を図り、こころの健康についての研修や、ゲ

ートキーパー養成講座を開催します。 

医療保健課 

 

施策４ 子ども・若者が SOSを出しやすい環境づくり【重点対象】                              

子ども・若者が、社会において直面する可能性のある様々な困難・ストレスへの対処

方法を身に付けるための教育（SOSの出し方に関する教育）、こころの健康を保つため

の教育の充実とともに、自殺を予防するための環境づくりを推進します。 

 小中学校と連携を図り、こころの健康づくりや様々な困難・スト

レスへの対処方法を身に付けるための教育（SOS の出し方に関す

る教育）を推進します。 

 こころの健康（病気）への理解を深め、偏見をもたない教育を推

進します。 

 教職員を対象に、こころの健康に関する相談を行います。 

指導課 

医療保健課 

 大学等と連携を図り、こころの健康や SOS の出し方に関する出前

講座の実施等、啓発を行います。 
医療保健課 

 いじめ防止や不登校対応に向けた研修を行う等、生徒支援上の諸

課題の解決に向け、各校における生徒支援の充実を図ります。 

 小中学校における、いじめ防止に向けた児童生徒による主体的な

活動やいじめの再発防止に係る取組みを支援します。 

指導課 
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Ⅱ 相談・支援につながる体制づくり 

悩みやストレスの原因解決・解消に向けた支援（くらしを守る） 

■■現状と課題■■ 

自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる社会的な問

題であるとの基本認識の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社会全体の

自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの生活を守るという姿勢で展開することが

重要です。 

アンケートの結果では、相談できる機会が「ない」と回答した人の割合は、気分障害・

不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人で高くなっています。また、現在の暮らし

が経済的に苦しい人ほど気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人の割合

が高くなっています。 

「生きることの阻害要因」を減らすとともに、「生きることの促進要因」を増やす取組み

を推進する必要があります。 

 

■■今後の取組み■■ 

施策１ 多様な相談・支援体制の構築                              

誰もが利用しやすい相談・支援体制の提供を行います。また、様々な困難な状況にあ

る市民が、孤立する前に地域の様々な相談・支援機関等とつながることができるよう、

孤立を防ぐための居場所づくり等を推進します。 

①健康に関する相談・支援の充実 

自殺を防止するためには、心身ともに健康であることが重要です。市民が主体的に健

康づくりに取り組めるよう、心身の健康に関する相談や支援の充実を図ります。 

 疾病の早期発見、早期治療ができるよう、元気すこやか健診（特

定健康診査、基本健診、がん検診、節目歯周疾患検診）を実施し

ます。 

 健診結果相談会や、家庭訪問による相談を行います。 

 通いの場や地域サロン、自治会等、地域の様々な場に出向き、生

活習慣病予防等の健康づくりをテーマとする健康講座や健康相

談を実施します。 

 がん患者や家族が安心して在宅生活を送ることができるよう、相

談支援を行うとともに、がん患者や家族等の交流の場となる集い

を継続します。 

 若者から高齢者まで、人間関係の中で孤立し、「自殺リスク」が

高まっている様々な世代を対象に、ゆるやかなつながりの中で語

り合える交流の場づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

医療保健課 
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 精神保健相談員や保健師による相談を実施するなど、相談体制の

充実を図ります。 

 依存症に関する啓発や個別相談を実施します。 

医療保健課 

 

②ライフステージに応じた支援 

ア 全市民対象の支援 

 市民からの複合・複雑化した相談や地域から孤立した世帯の支援

に向けた包括的な相談支援体制を構築するため、HOT けんステー

ションにおける総合相談体制を整備します。 

地域共生推進課 

 

イ 子ども・若者への支援【重点対象】 

 心のサポーターやスクールカウンセラーを学校に派遣し、児童生

徒や保護者へのカウンセリング等を行います。 

 スクールソーシャルワーカーを学校や家庭に派遣し、不登校や問

題行動のうち、学校の取組みだけでは解決が困難と判断したケー

スについて支援を行います。 

 校外教育支援センターでの不登校等児童生徒への支援をはじめ、

不登校等児童生徒の社会的自立に向けたサポートを行います。 

 不登校等児童生徒の社会的自立を促すために、校内特別支援教室

（スペシャルサポートルーム）を設置します。 

指導課 

 生活困窮世帯及び生活保護世帯の子どもに対し、学習支援（訪問

型・集合型）を実施します。 

地域共生推進課 

生活支援センター 

 教育相談員が、いじめや不登校などの教育全般に係る相談活動を

行うとともに、臨床心理士等によるカウンセリングを行います。 

 児童青少年が気軽に利用できる心の居場所となるよう、児童青少

年センターを設置しています。 

青少年育成課 

 生活安定対策事業において、若年者の就労相談・就職面接会等を

実施します。（県が実施している、「ひろしましごと館」や「若者

交流館」などの相談機関との連携） 

産業振興課 

 ヤングケアラーの負担を軽減するため、本人が行っている家事や

家族の世話を支援する制度を整備します。 
地域共生推進課 

 

  



 

42 

ウ  妊産婦・子育て世代への支援 

 市役所こども家庭課と日常生活圏域に「出産・育児サポートセン

ターすくすく（愛称：すくすくサポート）」を設置し、助産師・

保健師・保育士等の専門職による定期的な面談や家庭訪問、講座

を開催し、地域とつながり合いながら切れ目ない支援を行いま

す。  

 乳幼児健診(３～４か月児・１歳６か月児・３歳児)の機会に発達

の確認、疾患の早期発見、育児不安の軽減を図ります。  

 産後うつ病の予防と早期発見ができるよう、産婦健康診査（産後

２週間と１か月）を行い、必要に応じて専門医との連携による支

援を行います。  

 産前及び産後、母親が心身の休息や育児相談を行う産後ケア事業

や産前産後サポート事業を行います。  

 疾患や障害等により、発達に不安をもつ児童とその家族が必要な

支援を受けることができるよう、多職種との連携により相談会や

教室、交流会を開催します。  

 社会的、養育的に支援が必要な家庭へ、継続的な相談や家庭訪問

を行います。  

 地域子育て支援センターで児童及びその保護者や多世代が相互

交流を行う場づくりを進め、子育てに関する相談や情報提供を行

います。  

 児童虐待の防止、早期発見・対応ができるよう、児童虐待予防講

座（ペアレント・トレーニング、BP プログラム）を開催します。

また、子育てや家庭を取り巻く様々な問題に関する相談支援体制

の充実と関係機関の連携強化を図ります。  

 ひとり親家庭を対象とし、自立に必要な情報提供、母子・父子な

らびに寡婦福祉資金の貸付等、相談指導を行います。 

こども家庭課 

 就学に必要な費用について、世帯の所得の状況に応じて保護者が

負担する経費の一部を支給します。 
学事課 

 

エ 勤労者・経営者への支援【重点対象】 

 事業所や産業保健センター等と連携を図り、こころの健康につい

ての研修や、ゲートキーパー養成講座を開催します。 
医療保健課 

 事業者ポータルサイトの活用や働く人の健康づくりプロジェクト

等により、事業所へ職場のこころの健康づくりについての情報提

供を行う等、取組みの促進を働きかけます。 

医療保健課 

産業振興課 

 働く女性の仕事上の悩み（セクハラ、パワハラ、家庭との両立）

等に産業カウンセラーが相談に応じます。 
人権男女共同参画課 



 

43 

 潜在的労働力といわれる「子育て等で離職した女性」等を対象とした

就職相談会や就職面接会等を実施し、復職を支援します。 

 中小企業経営の安定と向上に資することを目的として、中小企業

融資制度を設けます。 

 東広島ビジネスサポートセンター Ｈｉ-Ｂｉｚにおいて、業種に

関わらず様々な中小企業等に対し、売上アップに関するアドバイ

スを無料で行う経営相談を実施します。 

 勤労者の教育、住宅、医療、介護器具購入などの生活資金を低金

利で融資し、生活の安定と福祉の増進を支援します。 

産業振興課 

 

オ 高齢者・介護者への支援【重点対象】 

 通いの場の立上げ支援や継続運営のための支援を行います。 

 地域サロンの設置や継続運営のための支援を行います。 
地域包括ケア推進課 

 介護支援専門員の有資格者を、介護保険相談員（非常勤）として

介護保険課に配置し、市民からの介護サービスの利用等について

の相談や、居宅介護支援事業所からのケアプラン立案の相談等に

対応します。 

介護保険課 

 要介護高齢者を介護している家族等に、介護方法や介護予防、介

護者の健康づくり等についての知識、技能を修得し、参加者が心

身の元気回復（リフレッシュ）や交流を図ることができ、在宅介

護を支援する場となる教室を実施します。 

地域包括ケア推進課 

 権利擁護に関する啓発活動と、高齢者虐待への適切な対応及び成

年後見制度の利用支援を行います。 

地域包括ケア推進課 

権利擁護ステーション 

 認知症の人や家族が安心して暮らし続けることができる地域づく

りを推進するため、認知症サポーター養成講座を実施します。 

 認知症の人を介護している家族が、気軽に相談し合い、介護の悩

みなどを分かち合うことで心身の元気回復（リフレッシュ）を図

るための交流会を開催します。 

 高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び養護者に対

する適切な支援を行います。 

地域包括ケア推進課 
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③様々な事情を抱える市民の支援 

ア 生活困窮者への支援【重点対象】 

 生活支援センターを設置し、生活困窮者からの相談を受け、生活

困窮者の抱えている課題の分析、ニーズの把握、支援プランの策

定、各種支援が包括的に行えるよう関係機関との連絡調整等を実

施し、生活困窮状態からの早期自立を支援します。 

 多重債務者や金銭管理に問題がある生活困窮者の家計の再生に向

け、家計収支等に関する課題の分析と支援計画の作成、公的制度

の利用や家計表の作成等による支援を行います。 

地域共生推進課 

生活支援センター 

 生活に困窮しているため最低限度の生活を維持することのできな

い人に対し、必要な保護を行います。 

 就労に向けた準備が整っていない被保護者に対し、基礎能力の段

階的な形成に係る支援を行います。 

 就労可能と見込まれる被保護者に対し、自立支援プログラム等へ

の参加を促し、自立支援相談員や委託事業者を通じた就労に向け

ての支援、指導助言を行うとともに、ハローワークと連携して実

施している就労自立促進事業による支援を行います。 

 安定した就労により生活保護を必要としなくなった世帯に対し

て、直後の不安定な生活を支えるとともに、再度困窮に至ること

を防止するために就労自立給付金を支給します。 

生活福祉課 

 離職により住宅を失った又はそのおそれが高い生活困窮者であっ

て、所得等が一定水準以下の人に対し、有期で住居確保給付金を

支給します。 

 住居のない生活困窮者であって、所得が一定水準以下の人に対し、

宿泊場所と食事の供与を実施します。 

地域共生推進課 

生活支援センター 

 生活困窮者等への就労支援及び障害者の雇用促進や雇用・就業機

会の創出を行います。 

生活福祉課 

地域共生推進課 

生活支援センター 

障害福祉課 

子育て・障害総合支援ｾﾝﾀｰ 

産業振興課 

 各種税金・保険料、下水道料金、公営住宅家賃等の納付において、

支払いが困難な市民について、生活状況に応じた対応を行うとと

もに、適切な支援へつなげます。 

収納課 

介護保険課 

国保年金課 

住宅課 

下水道管理課 

 生活困窮世帯及び生活保護世帯の子どもに対し、学習支援（訪問

型・集合型）を実施します。 

地域共生推進課 

生活支援センター 
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イ 障害者への支援 

 乳幼児期からの早期療育、学齢期における教育機関との連携から、

卒業後の進路、就職などライフステージに応じた支援を行います。 

 子育て・障害総合支援センターにおいて、障害者等から相談を受

け、必要に応じ障害福祉サービス等の支援を行います。 

 障害者からの虐待通報や相談の対応、関係者・関係機関とのネッ

トワークの構築、障害者への虐待防止や権利擁護を推進します。 

障害福祉課 

 

ウ ひきこもりの人等（孤立）への支援 

 社会とのつながりがない人がつながりを構築するため、アウトリ

ーチによる支援を行うとともに、事業所や福祉関係機関等と連携

し、社会参加活動の場の提供を行います。 

 不登校からひきこもりへ移行し、孤立状態となることを予防する

ため、伴走支援や居場所づくりなどの支援策を検討します。 

地域共生推進課 

 

エ 自殺未遂者・自死遺族等への支援 

 精神保健相談員や保健師による相談を実施するなど、相談体制の

充実を図ります。 

 県立総合精神保健福祉センター等の関係機関や団体と連携を図

り、“広島わかちあいのつどい 忘れな草“等の自死遺族わかちあ

いのつどいの情報提供や相談等の支援を行います。 

 保健所や救急医療機関と連携を図り、自殺未遂者への相談や情報

提供等の支援を行います。 

医療保健課 

 

オ 性的少数者（LGBTQ）への支援 

 パートナーシップ宣誓制度を導入し、性的マイノリティの人の生

きづらさや不安の軽減を図ります。 
人権男女共同参画課 
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カ 外国人への支援 

 言葉の壁を無くすため、日本語教師がカリキュラムに沿って授業

を行う日本語教室や、ボランティアとの交流を通して日本語習得

をサポートする事業を実施します。 

 外国人市民が地域とつながることにより、安心して生活し、地域

社会で活躍できるよう、交流機会の創出や地域主体の交流活動を

支援します。 

 コミュニケーションコーナーを開設し、生活上の問題に対し、多

言語による相談を行うとともに、東広島市在住の外国人を対象に、

外国人のための無料法律相談会を開催します。 

市民生活課 

 

キ 犯罪被害者への支援 

 犯罪被害者等に対する市、市民等及び事業者の責務を明確にする

とともに、関係機関等と連携し、必要な支援を総合的に推進しま

す。 

 犯罪被害者又はその遺族に対して、犯罪被害者等見舞金を支給し

ます。 

人権男女共同参画課 

 

施策２ 相談・支援を担う人材の育成                                 

誰もが身近に相談できる環境を整備するために、相談支援に関わる人に対して自殺予

防の知識を普及します。 

 自殺対策に関連する市職員や関係機関を対象としたゲートキーパ

ー養成講座を開催します。 

 県をはじめ様々な機関で実施される相談対応の研修について関係

機関へ情報提供を行います。 

 相談支援を担う人のネットワーク構築を行います。 

医療保健課 
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Ⅲ 地域の包括的な支援体制づくり 

伴走的支援体制の構築 

 

■■現状と課題■■ 

自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、地域・職場のあり方の変

化など様々な要因とその人の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係しており、

自殺を防ぐためには、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な

取組みが重要であり、このような包括的な取組みを実施するためには、様々な分野の施策、 

人々や組織が密接に連携する必要があります。 

 

■■今後の取組み■■ 

施策１ 地域の関係機関・団体との連携強化                            

地域で、市民一人ひとりが安心して暮らすことができるよう、支え合いの地域づくり

を推進するとともに、地域における活動と連携を図り、自殺対策を推進します。 

 民生委員児童委員による地域の相談・支援等を実施するとともに、

情報共有の場を設置し、その活動と連携を図って自殺対策を推進

します。 

 地域での見守り活動の推進や近隣住民で早期発見・対応ができる

地域づくりを促進するため、見守りサポーター等を対象とした研

修を実施します。 

地域共生推進課 

 住民にとって身近な地域で生活課題を協議できる活動を推進しま

す。 

 地域での相談や見守り活動を推進します。 

地域共生推進課 

地域包括ケア推進課 

 生活支援コーディネーターを配置し、住民自治協議会等と連携し

た圏域ごとのネットワーク協議会を核として、高齢になっても住

み続けられる地域づくりの実現に向け、地域の実情に沿った高齢

者の生活支援の取組みを実施します。 

地域共生推進課 
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施策２ 重層的支援体制における取組みの推進                           

分野を超えた庁内連携を推進し、各分野における地域のネットワーク等とも連携を図

り、自殺対策を推進します。 

 子ども、高齢者、障害者、生活困窮者等の相談支援機関の連携を

図るため、日常生活圏域ごとのネットワーク体制を推進します。

また、地域と連携・協働した支援体制を構築するため、コミュニ

ティーソーシャルワーカーを配置します。 

地域共生推進課 

 東広島市自殺対策推進会議を設置し、自殺対策に関係する地域の

機関・団体等と連携を図り、自殺対策を総合的に推進します。 
医療保健課 

 東広島市自殺対策推進会議のワーキング会議実施等により、庁内

の自殺対策に関係する部署が連携を図り、総合的かつ効果的な対

策を推進するとともに、各分野の相談先や支援施策の情報等を共

有します。 

 地域ケア会議や自立支援協議会、青少年問題協議会、要保護児童

地域対策協議会等、各分野の事業で展開する地域のネットワーク

等と協力し、自殺対策を総合的に推進します。 

医療保健課 

地域共生推進課 

生活支援センター 

生活福祉課 

障害福祉課 

子育て・障害総合支援センター 

地域包括ケア推進課

こども家庭課 

指導課 

青少年育成課 

 

重点施策                                                   

(1)子ども・若者の自殺対策の推進 

学校等との連携を強化し、様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教

育（SOS の出し方に関する教育）、こころの健康を保つための教育の充実とともに、自

殺を予防するための環境づくりを推進し、相談機関や支援に関する情報提供の充実を図

ります。また、自殺リスクのある若者を支援につなげるために、相談しやすい環境づく

りを推進します。 

①学校等と連携したこころの健康に関する普及啓発の推進 

②大学との共同研究 

③ゲートキーパーとなる人材を育成 

④学校生活相談の実施 

⑤若年者の就労相談の実施 

⑥居場所づくり 
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(2)勤労者・経営者の自殺対策の推進 

職場環境の改善を図るため、産業保健センターや事業所等との連携を強化し、事業主

のこころの健康に関する意識を高めるとともに、勤務問題に関する相談先を周知し、仕

事の悩みでうつ状態になっている人をこころのケアへ確実につなぐことができるよう、

相談しやすい環境づくりを推進します。 

①事業所と連携を図った研修の実施 

②職場のこころの健康に関する取組みの促進 

 

(3)高齢者の自殺対策の推進 

  自殺リスクのある高齢者を早期に発見し、複合的な問題に対応できる相談や必要な支

援につなげる体制づくりを推進します。また、身体的疾患や介護により孤立するケース

もあることから、高齢者が気軽に参加できる集いの場や健康づくりのための活動の場の

充実を図るとともに、地域で見守る体制づくりを推進します。 

①地域の相談・見守り活動や、関係機関との連携 

②総合相談支援 

③居場所づくり 

 

(4)生活困窮者の自殺対策の推進 

   生活困窮に陥った人を「生きることの包括的な支援」につなぐため、庁内の関係課の

連携を強化するとともに、生活困窮者の自立を支援するため、地域の様々な関係機関と

連携を図った取組みを推進します。 

①生きる支援に関する相談先等の周知の実施 

②税金や保険料等の徴収における対応と支援 

③自立相談支援 

④生活保護の相談 

⑤就労支援 
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第８章 計画の推進体制 

 

１ 計画の推進体制 

計画の推進にあたり、医療や保健、地域の代表者で構成する「自殺対策推進会議」や、庁内

の関係部署で構成するワーキング会議において、本計画の取組みについての情報共有を行い、

連携、調整を図るとともに、施策の進捗管理を行います。 

また、自殺対策を効果的、効率的に推進するため、広島国際大学の Town&Goｗn Office「東

広島健幸ステーション」での協議や共同研究ほか、新たな課題への対応について関係機関との

検討を行うなど、PDCAサイクルによる進行管理を行います。 

２ 地域の関係機関・団体等との連携による取組みの推進 

自殺対策に関係する地域の関係機関・団体等との連携を強化し、地域全体での取組みを

推進します。 

 


